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議案第 1号 

 

平成 30年度美祢市教育委員会事務事業の点検及び評価の実施に関する方針について 

 

 美祢市教育委員会事務事業の点検及び評価の実施に関する方針について、下記のとおり定

めたいので、教育委員会の承認を求める。 

 

  平成 30年６月 27日 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

 

記 

 

平成 30年度美祢市教育委員会事務事業の点検及び評価の実施に関する方針 

 

 美祢市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が地方教育行政の組織及び運営に関する

法律(昭和 31年法律第 162号)第 26条の規定に基づき実施する、事務事業の点検及び評価の

実施に関する方針を以下のように定める。 

 

1.点検・評価の目的について 

 教育委員会自らが定めた方針に従い、課題解決的な教育行政が執行されているかどうか、

教育委員会自らが事務事業を点検･評価して報告書を作成する。作成した報告書は議会に提

出するとともに、ホームページ等で公表し、市民への説明責任を果たし、結果を事業に反

映することで不断の改善を進め、効果的な教育行政を実現する。 

 

2.評価事項について 

教育委員会は、前年度の教育委員会の事務事業について、次に掲げる内容について点検

評価を実施する。 

①  教育委員会の活動状況（教育委員会会議の開催状況、学校訪問の状況等） 

②  教育委員会の事務事業の実施状況（「美祢市教育振興基本計画 実施計画」に掲げ

る主な取組のうち主要事業の実施状況及び成果） 

③  その他教育委員会が必要と認めた事務事業についての対応の状況 

 

3.事務事業評価の基準について  

  担当課において、事務事業の重要度及び有効性について、第 1次評価を行う。 

  教育委員会は、点検及び評価の客観性を確保するために、美祢市教育委員会事務点検及

び評価実施要綱（平成 21年美祢市教育委員会告示第 3号）第 3 条の規定による学識経験者

（点検評価委員）の意見を活用し、最終評価を行う。 
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重要度に関する評価点  

① 政策目標を実現する上での役割 

 

有効性に関する評価点  

① 施策の実施による成果の度合い   ② 施策の目標を達成できたか 

 

 

 

   

 

 

 

 

  第 1次評価及び最終評価 

重要度 

 高 

 

 

 

 

 

 低 

          

    低         高 

有効性 

 

 

評価点 内容 

5 重要である 

4 やや重要である 

3 どちらでもない 

2 あまり重要でない 

1 重要でない 

評価点 内容 

5 有効である 

4 やや有効である 

3 どちらでもない 

2 あまり有効でない 

1 有効でない 

評価点 内容 

5 達成できた 

4 ほぼ達成できた 

3 どちらでもない 

2 あまり達成できなかった 

1 達成できなかった 

評価区分 重要度① 有効性（成果の度合い①＋達成度②） 

A 4・5 7～10 

B 4・5 6～ 2 

C 3～1 7～10 

D 3～1 6～ 2 

B A 

D C 

区分 重要度 有効性 基本的な考え方 

A 高 高 

現状を維持しなが

ら、効率的な事業執

行が求められる事業 

B 高 低 

優先的に成果のある

効果的な取組が求め

られる事業 

C 低 高 
費用対効果の高い取

組が求められる事業 

D 低 低 
抜本的な事業の見直

しが求められる事業 
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4.事業の方向・方針について 

自らの評価の結果に基づき、事業実施にあたっての課題を明らかにする。課題解決に向

けて今後の取組の方向性を示す。 

 

今後の方向性 内容 

事業拡大 事業を拡大する事業 

現状維持 今までどおり実施する事業 

期間を定めて見直し 近い将来見直しが必要な事業 

運営手法等の見直し 運営主体の変更、実施時期の変更、実施対象の変更

などの変更を行う事業 

事業縮小 事業の縮小を行う事業 

期間を定めて終了 事業の終了年度を定めて実施する事業 

事業完了 事業を完了とする事業 

事業廃止 事業の廃止を行う事業 

 

5.結果の公表に関する事項 

  教育委員会は、評価事項を点検評価して報告書を作成し、この報告書を議会に提出し、

また、ホームページ等で公表する。 
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議案第２号 

 

   美祢市史跡長登銅山跡調査及び整備委員会委員の委嘱について 

 

 下記の者を美祢市史跡長登銅山跡調査及び整備委員会委員に委嘱したいので、教育委員会

の承認を求める。 

 

  平成 30 年６月 27日提出 

 

 美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

記 

 

１ 委員の任期   平成 30 年７月１日から平成 32 年６月 30 日まで 

 

２ 委員の氏名 

 氏 名 所 属 備 考 

 

巽 淳一郎 元京都橘大学教授（文学部歴史遺産学科）  

渡辺 一雄 梅光学院大学客員教授（文学部人文学科）  

中西 哲也 九州大学総合博物館准教授  

竹内  亮 花園大学専任講師（文学部文化遺産学科）  

 阿野 太助 （一社）美祢市観光協会  

 世良 泰祐 長登銅山跡保存会会長  
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報告第１号 

 

美祢市公民館運営審議会委員の委嘱及び解嘱について 

 

美祢市公民館運営審議会委員の委嘱及び解嘱について、美祢市教育長に対する事務委

任規則（平成 20 年美祢市教育委員会規則第５号）第４条第１項の規定により、下記のと

おり臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成 30 年６月 27 日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

 

記 

 

１ 臨時代理年月日    平成 30 年４月１日 

   

（１） 委員の任期  委嘱日から平成 32 年３月 31 日まで 

   

（２） 委員の氏名 

厚保公民館 

区分 氏名 所属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 山根 隆子 
厚保地区社会福祉協議会

副会長 

平成 30 年４月１日  

 

綾木公民館 

区分 氏名 所属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 磯部 淨子 学識経験者 平成 30 年４月１日  

解嘱 三村 光惠 学識経験者 平成 30 年４月１日  

 

２ 臨時代理年月日    平成 30 年４月 11 日 

   

（１） 委員の任期  委嘱日から平成 32 年３月 31 日まで 

   

（２） 委員の氏名 

綾木公民館 

区分 氏名 所属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 藤井 敏通 綾木地区区長会長 平成 30年４月 12日  

解嘱 北村 典男 綾木地区区長会長 平成 30年４月 11日  

（案） 
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３ 臨時代理年月日    平成 30 年４月 16 日 

   

（１） 委員の任期  委嘱日から平成 32 年３月 31 日まで 

   

（２） 委員の氏名 

綾木公民館 

区分 氏名 所属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 井上 恵美子 綾木子ども会育成会長 平成 30年４月 17日  

解嘱 岩間 千鶴 綾木子ども会育成会長 平成 30年４月 16日  

 

４ 臨時代理年月日    平成 30 年４月 21 日 

   

（１） 委員の任期  委嘱日から平成 32 年３月 31 日まで 

   

（２） 委員の氏名 

綾木公民館 

区分 氏名 所属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 小林 康友 綾木小学校ＰＴＡ会長 平成 30年４月 22日  

解嘱 竹中 悦司 綾木小学校ＰＴＡ会長 平成 30年４月 21日  
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報告第２号 

 

美祢市生涯学習のまちづくり推進協議会委員の委嘱及び解嘱について 

 

美祢市生涯学習のまちづくり推進協議会委員の委嘱及び解嘱について、美祢市教育長に対

する事務委任規則（平成 20年美祢市教育委員会規則第５号）第４条第１項の規定により、下

記のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成 30年６月 27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次  

 

 

記 

 

 

１ 臨時代理年月日   平成 30年５月 22日 

 

２ 委員の任期     委嘱日から平成 32年３月 31日まで 

 

３ 委員の氏名    

区分 氏  名 所 属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 吉野  一 美祢市商工会 会長 平成 30年５月 23日  

解嘱 今村 武久 美祢市商工会 会長 平成 30年５月 22日  
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報告第３号 

 

美祢市温水プール管理員の委嘱及び解嘱について 

 

美祢市温水プール管理員の委嘱及び解嘱について、美祢市教育長に対する事務委任規則（平

成 20年美祢市教育委員会規則第５号）第４条第１項の規定により、下記のとおり臨時に代理

したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成 30年６月 27日提出 

 

美祢市教育委員会教育長 岡 崎 堅 次 

 

 

記 

 

１ 臨時代理年月日   平成 30年５月 31日 

 

２ 委員の任期     委嘱日から平成 31年３月 31日まで 

 

３ 委員の氏名    

区分 氏  名 所 属 委嘱・解嘱日 備考 

委嘱 三浦 洋介 温水プール監視員 平成 30年６月１日  

解嘱 長尾  司 温水プール管理員 平成 30年５月 31日 
平成 30年５月 31日

退職 

 

 


